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軽自動車税が課税されます 1

ナンバープレートの交付を受けていない
トラクターなど農耕用作業車両をお持ちの場合

ナンバープレートの交付を受けてください

　　　　　軽自動車税は、所有していることで課税されます。公道を走らなくても、また、す
でに使っていなくても（廃車の手続きをしていない場合）課税されますので注意してください。

支払った軽自動車税は農業経費になります 2

ナンバープレートの交付手続3

交付の対象となる『農耕用小型特殊自動車』とは …。

4 月 1日の所有者に対してその年度分が課税されます。

　１．所有者の印鑑
　２．届出者の印鑑（所有者と同じ場合は１のみで可）
　３．メーカー名（クボタ、ヤンマー等）と種別（トラクター、コンバイン等）を申告してください。

〔手続き・お問い合わせ〕 
　税務課　　　　　　　　　　☎２２-３１１６　　大正総合支所　町民生活課　☎２７-０１１２
　十和総合支所　町民生活課  ☎２８-５１１２　　興津出張所　　　　　　　　☎２５-０００１

ナンバーの交付を受けていない
　　 トラクター等の農耕用車両をお持ちでないですか？ 　　

◎ナンバープレート交付手続に必要なもの


